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    会長 肥後 功一  様 

 

島 根 県 教 育 委 員 会  

 

島根県教育の一層の振興を図るため、今後を見通した島根県の教育の在り方に

ついて、別紙の理由を添えて諮問します。 

 



（諮問理由） 

 島根県教育委員会は、令和２年３月に、令和２年度から令和６年度までの５年間

を計画期間とする「しまね教育魅力化ビジョン」を策定し、この中で示した島根県

の教育が目指すべき姿に基づいて、本県の教育を推進してきました。 

「ふるさと島根を学びの原点に 未来にはばたく 心豊かな人づくり」という基

本理念には、ふるさと教育などを通して、島根での学びを自らの原点に持ち、県内

に留まり島根の未来を創る人や、どこに住んでいても、地域の人々と関わりを持っ

て、地域の発展を支えていく心豊かな人を育てたいとの想いを込めています。 

国においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大、度重なる自然災害、国際

情勢の不安定化、人口減少、少子・高齢化など、将来の予測が困難な時代に対応し

ていくため、また、個人のみならず、地域や社会も幸せや豊かさを感じられる未来

となるよう、「持続可能な社会の創り手の育成」と「日本社会に根差したウェルビ

ーイングの向上」の２つをコンセプトとした、第４期教育振興基本計画が昨年６月

に閣議決定されました。 

さらに、昨年 12 月には、こども基本法に基づく「こども大綱」が閣議決定され、

全ての子ども・若者が自立した個人としてひとしく健やかに成長でき、将来にわた

って幸せな生活を送ることができる社会を目指すこととされたところです。 

 本県においても、いじめや不登校、特別な支援が必要な児童生徒の増加、基礎学

力の低下、大量退職などに伴う教員不足など、教育を取り巻く環境は大きく変化す

るとともに、課題が複雑化しています。 

 こうした中、本県教育の基本理念や施策の方向性を次期計画にまとめ、引き続き、

学校・家庭・地域・行政が連携し、県民が一体となって本県の教育を進めていくこ

とが重要と考えています。 

 そのため、次期計画の根幹をなす今後を見通した本県教育の在り方について、ご

提示をお願いします。 


